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(2023年 11月 2日現在) 

Smart Data Platformサービス利用規約 別冊（クラウド/サーバー） 
 

 

第 1章 総則 

 

（適用） 

第 1条 Smart Data Platformサービス利用規約共通編（以下、「共通編」といいます。（https://www.ntt.com/about-

us/disclosure/tariff.html）の第 1条（本規約の目的）第 1項に規定する別冊として、当社はこの別冊（当社のサービスサイト

（https://sdpf.ntt.com/）に掲載するドキュメント等に定める内容を含みます。）を定め、共通編に加えてこの別冊（以下、合わせ

て「本規約」といいます。）により別紙に定める Smart Data Platformサービス（そのカテゴリーがクラウド/サーバーに係るもの

に限ります。以下、「SDPFサービス（クラウド/サーバー）」といいます。）を提供します。 

 

 

第 2章 契約 

 

(最低利用期間） 

第 2条 SDPFサービス（クラウド/サーバー）には、別紙に定める場合を除き、共通編第 10条（最低利用期間）に規定する最低

利用期間はありません。   

 

 

第 3章 料金等 

 

（料金の支払義務） 

第 3条 契約者は、その契約に基づいて当社が SDPFサービス（クラウド/サーバー）に係るメニュー等の提供を開始した日を含

む料金月の初日から起算して、SDPFサービス（クラウド/サーバー）に係るメニュー等の終了した日を含む料金月までの期間

について、料金の支払いを要します。 

 

 

第 4章 サービスレベル合意書 
 

（サービスレベル合意書の適用） 

第 4条 共通編第 28条（サービスレベル合意書の適用）に規定するサービスレベル合意書として、SDPFサービス（クラウド/サ

ーバー）に係るメニュー等の提供にあたり、サービス品質に関する指標（以下、「サービスレベル」といいます。）を設定し、サー

ビスレベルを満たさなかった場合の返金制度を定めます。サービスレベル、対象及び適用条件等は当社のサービスサイト

(https://sdpf.ntt.com/agreement/)に掲載する「SDPFサービス（クラウド/サーバー）サービスレベル合意書」に定めるとおりと

します。 

  

 

第 5章 雑則 

 

(クラウドマネージメントプラットフォームサービス） 

第 5条 当社は、 SDPFサービス（クラウド/サーバー）の利用に係る申込みがあった場合又は SDPFサービス（クラウド/サー

バー）に係る利用権の譲渡の承認の請求があった場合は、申込者等（SDPFサービス（クラウド/サーバー）の利用に係る申込

みをした者又は SDPFサービス（クラウド/サーバー）に係る利用権の譲渡の承認を請求した者（譲受人となる者に限ります。）

をいいます。以下、この条において同じとします。）から、当社が定めるクラウドマネジメントプラットフォーム規約に規定するＣ

ＭＰ契約の申込みがあったものとみなします。 

2 SDPF サービス（クラウド/サーバー）に係る申込みの承諾を受けた者又は SDPF サービス（クラウド/サーバー）に係る利用

権を譲り受けることの承認を受けた者は、前項の規定と当社が定めるクラウドマネジメントプラットフォーム規約の規定に基づ

いて、当社とＣＭＰ契約を締結したこととなります。この場合、契約者と当社との間で成立するＣＭＰ契約は、その契約者に係る 

SDPFサービス（クラウド/サーバー）に係る契約が複数となる場合であっても、１契約とします。 

SDPFサービス（クラウド/サーバー）に係るすべての契約の解除があった場合、CMP契約は終了するものとします。  

https://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff.html
https://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff.html
https://sdpf.ntt.com/
https://sdpf.ntt.com/agreement/
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別紙 1 ハイパーバイザー 

 

1 メニュー一覧 

メニュー 内容 

(1) vSphere  VMware International Limited（以下、「VMware」といいます）が提供する vSphere ESXi 

に係るソフトウェア及びライセンスにより SDPFサービス（クラウド/サーバー）上で契

約者が本メニューに係るサーバー及び仮想環境を構成する利用可能なソフトウェアを

提供するもの 

(2) Hyper-V SDPFサービス（クラウド/サーバー）上で、契約者が本メニューに係るサーバー及び

仮想環境を構成するソフトウェアを提供するもの 

 

2 各メニュー等の提供条件等 

 (1) vSphere 

   A 提供条件等 

 

(A) 当社は、１の SDPFサービス(クラウド/サーバー)に係るサーバー及びソフトウェアにつき、１の本メニューを提供す

るものとします。 

(B) 本メニューの利用には、本規約に加えて、VMwareエンド ユーザー使用許諾契約書が適用されるものとします。

VMware エンド ユーザー使用許諾契約書の閲覧にあたっては、VMwareの以下のWebサイトを確認ください。な

お、以下の VMware エンド ユーザー使用許諾契約書に変更があった場合は、その変更されたものが適用されるも

のとします。（英語）https://www.vmware.com/download/eula/esxi50_eula.html 

(C) 契約者は、本メニューの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

a vSphereESXi等を SDPFサービス（クラウド/サーバー）以外の環境で利用すること。 

b vSphere ESXi等を当社に申告した SDPFサービス（クラウド/サーバー）のテナント以外のテナントで利用するこ

と。 

c vSphere ESXi 等の利用のために当社が提供する vSphere ESXi等のライセンスコードを、SDPFサービス（クラ

ウド/サーバー）vSphere ESXi等メニュー以外において利用すること。 

d vSphere ESXi 等の利用のために当社が提供する vSphere ESXi等のライセンスコードを、vSphere ESXi等メニ

ューの利用期間終了後又は SDPFサービスの契約期間終了後に利用すること。 

(D) 契約者は、当社が提供する本メニューのライセンスコードの導入について、全ての責任を負うものとします。当社は

本メニューのライセンスコードの導入及び本メニューの利用により生じる全ての損害、または本メニューの故障に伴

うアプリケーションへの損害について、契約者及び VMwareに対して賠償責任を負わないものとします。 

(E) VMwareが本メニューに係る料金（VMware が当社に対して請求するものをいいます）を値上げする場合、当社はそ

の値上げに応じて、本メニューに係る利用料金を値上げすることができるものとします。その利用料金の値上げに

あたっては、当社はあらかじめ契約者に対して通知するものとします。 

(F) Red Hat Enterprise Linux 

a 当社は、SDPFサービス(クラウド/サーバー)に係るハイパーバイザーで利用可能な Red Hat, Inc. （以下「Red 

Hat」）が提供する OSに係るソフトウェア及びライセンスであって、ECL2.0を通じて利用可能なもの。Red Hat 

Enterprise Linux(以下、「RHEL」と言います。) に係るOSを提供します。 

b Red Hat Enterprise Linuxの利用については、本規約の定めに加え、Red Hatのエンドユーザライセンス契約及

びレッドハットソフトウェアサブスクリプション契約が適用されます。これらの契約については、Red Hatの以下の

Webサイトを確認ください。なお、以下のエンドユーザライセンス契約またはレッドハットソフトウェアサブスクリプ

ション契約に変更があった場合は、その変更されたものが適用されるものとします。 

http://jp.redhat.com/licenses/RHEL_EULA_JAPAN.pdf 

http://www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/Cloud_Software_Subscription_Agreement_Japan.pdf 

c 契約者は、Red Hat Enterprise Linux の利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

(a) Red Hat Enterprise Linuxを SDPFサービス（クラウド/サーバー）以外のリソース上で利用すること。 

(b) Red Hat Enterprise Linuxの不正なインストール、頒布、複製、利用または違法コピーを行うこと。 

d Red Hatが Red Hat Enterprise Linuxに係る料金（Red Hatが当社に対して請求するものをいいます）を値上げ

する場合、当社はその値上げに応じて、Web料金表に規定する Red Hat Enterprise Linuxに係る利用料金を値

上げすることができるものとします。その利用料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に対して通

知するものとします。 

e ５．４ 契約者は、Red Hat Enterprise Linuxの利用にあたり、契約者情報（契約者名、契約者の電子メールアドレ

ス、ライセンス利用状況等）を当社から Red Hat に提供することに同意するものとします。 

f Red Hat Enterprise Linuxについて、2(4)A(A)aから eに定めのない事項は、本規約の定めに準じて取り扱うもの

とします。 

https://www.vmware.com/download/eula/esxi50_eula.html
http://jp.redhat.com/licenses/RHEL_EULA_JAPAN.pdf
http://www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/Cloud_Software_Subscription_Agreement_Japan.pdf
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(G) Red Hat Enterprise Linux Extended Lifecycle Support 

a ご利用中の RHELが Production3を終了している場合は、Extended Lifecycle Supportが自動で適用され、別途

月額費用が発生します。 

b ご利用される RHELのサポート期間の詳細については以下の Red Hat Enterprise Linuxサービス説明書を参照

ください。https://sdpf.ntt.com/services/docs/os/service-descriptions/rsts/rhel.htm 

(H) vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXi 

a vSphereメニューの仮想環境で利用可能な vCenter Serverに係るライセンス及びソフトウェアを提供します。 

b vCenter Serverの利用については、本規約の定めに加え、VMware エンド ユーザー使用許諾契約書が適用さ

れるものとします。VMware エンド ユーザー使用許諾契約書の閲覧にあたっては、VMwareの以下のWebサイ

トを確認ください。なお、以下の VMware エンド ユーザー使用許諾契約書に変更があった場合は、その変更さ

れたものが適用されるものとします。 

（英語）https://www.vmware.com/download/eula/universal_eula.html 

c 契約者は、vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXiの利用にあたり、次の行為を行わないものとしま

す。 

（a） vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXiを SDPFサービス（クラウド/サーバー）以外の環境で利用

すること。 

（b） vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXiを当社に申告した SDPFサービス（クラウド/サーバー）の

テナント以外のテナントで利用すること。 

（c） vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXiの利用のために当社が提供する vCenter Server 

Standard Edition for vSphere ESXiのライセンスコードを、SDPFサービス（クラウド/サーバー）以外において

利用すること。 

（d） vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXiの利用のために当社が提供する vCenter Server 

Standard Edition for vSphere ESXiのライセンスコードを、vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXi

の利用期間終了後又は SDPFサービス（クラウド/サーバー）の契約期間終了後に利用すること。 

a 契約者は、当社が提供する vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXiのライセンスコードの導入につい

て、全ての責任を負うものとします。当社は vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXiのライセンスコー

ドの導入及び vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXiの利用により生じる全ての損害、または

vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXiの故障に伴うアプリケーションへの損害について、契約者及

び VMwareに対して賠償責任を負わないものとします。 

b VMwareが vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXiに係る料金（VMware が当社に対して請求するも

のをいいます）を値上げする場合、当社はその値上げに応じて、vCenter Server Standard Edition for vSphere 

ESXiに係る利用料金を値上げすることができるものとします。その利用料金の値上げにあたっては、当社はあ

らかじめ契約者に対して通知するものとします。 

c vCenter Serverの利用については、本規約の定めに加え、VMware エンド ユーザー使用許諾契約書が適用さ

れるものとします。VMware エンド ユーザー使用許諾契約書の閲覧にあたっては、VMwareの以下のWebサイ

トを確認ください。なお、以下の VMware エンド ユーザー使用許諾契約書に変更があった場合は、その変更さ

れたものが適用されるものとします。（英語）https://www.vmware.com/download/eula/universal_eula.html 

(I) Windows Server for vSphere ESXi 

a 本メニューは、１の vSphere ESXiサーバー毎に仮想マシン（契約者が外部から持ち込んだＯＳを利用して構築し

たものを除きます。以下、本欄において同じとします。）の数を算定します。 

b １の vSphere ESXiサーバーにおいて、本メニューに係る利用料金は次の定めに基づいて算出されるものとしま

す。 

(a) １の vSphere ESXiサーバー上で利用する仮想マシンの数が７以下の場合、その仮想マシンの数にWeb料金

表に規定する本メニューに係る月額上限料金を乗じて得た額を利用料金とします。 

(b) １の vSphere ESXiサーバ―上で利用する仮想マシンの数が８以上の場合、前号に係らずWeb料金表に規定

する本メニューに係る月額上限料金を利用料金とします。 

   B 料金算定方法 

(A) Red Hat Enterprise Linux 

当該月において１テナント内で生成された最大ゲストＶＭ数において、２つのＶＭを１の単位として、その数にWeb料

金表に規定する本メニューに係る月額上限料金を乗じて得た額を利用料金とします。 

(B) vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXi 

専用ハイパーバイザーvSphere vSphere ESXiメニューの料金に含まれます。 

(C) Windows Server for vSphere ESXi 

a 本メニューは、１の vSphere ESXiサーバー(以下、「サーバー」といいます。)毎に仮想マシン（契約者が外部から

持ち込んだＯＳを利用して構築したものを除きます。以下、本欄において同じとします。）の数を算定します 

b １のサーバーにおいて、本メニューに係る利用料金は次の定めに基づいて算出されるものとします。 

https://www.vmware.com/download/eula/universal_eula.html
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(a) 1のサーバー上で利用する仮想マシンの数が７以下の場合、その仮想マシンの数にWeb料金表に規定す

る本メニューに係る月額上限料金を乗じて得た額を利用料金とします。 

(b) １のサーバ―上で利用する仮想マシンの数が８以上の場合、前号に係らずWeb料金表に規定する本メニュ

ーに係る月額上限料金を利用料金とします。 

 (2) Hyper-V 

   A 提供条件等 

(A) 当社は、１の SDPFサービス(クラウド/サーバー)に係るサーバー及びソフトウェアにつき、１の本メニューを提供す

るものとします。 

(B) 当社が提供するWindows Server の利用については、本規約の定めに加え、サービスプロバイダー製品使用権説

明書（SPUR）が適用されるものとします。サービスプロバイダー製品使用権説明書（SPUR）の閲覧にあたっては、

Microsoft Corporation（以下、「Microsoft」といいます）の以下Webサイトを確認ください。なお、以下のサービスプロ

バイダー製品使用権説明書（SPUR）に変更があった場合は、その変更されたものが適用されるものとします。

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2&Language=32 

(C) 契約者は、Windows Serverの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

a Windows Server等を SDPFサービス（クラウド/サーバー）以外のリソース上で利用すること。 

b Windows Server等に含まれるいずれの著作権、商標またはその他の財産権に関する表示を、削除、改変また

は不明瞭化すること。 

c Windows Server等をリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること（適用される法令にお

いてかかる行為が明文で許容されている場合を除きます）。 

d Windows Server等の不正なインストール、頒布、複製、利用または違法コピーを行うこと。 

e Windows Server等に不具合が発生した場合に死亡、重大な人身損害、または重大な物理的損害もしくは環境の

破壊につながるようなアプリケーションまたは環境において使用すること（その不具合が死亡、人身傷害、もしく

は重大な物損または環境破壊につながることのない、構成データの保管、エンジニアリングツールまたは構成

ツール、その他の非制御アプリケーション（制御アプリケーションと通信することは可能ですが、直接または間接

的に制御機能を担当しないものをいいます。）など、管理を目的としたものは含まれません。） 

(D) 契約者がWindows Server の利用により生じるすべての損害について、当社及びMicrosoftは賠償責任を負わない

ものとします。 

(E) 当社は、契約者によるWindows Serverの利用にあたり、SDPFサービス（クラウド/サーバー）に関連する技術的な

サポート（当社が指定するものに限ります）を実施します。 

(F) 契約者は、Windows Server等の利用にあたり、当社の申出に基づき、必要な情報の開示することに同意するものと

します。 

(G) 契約者は、Windoew Serverの利用について、Microsoftが SDPFサービス（クラウド/サーバー）に係る契約に規定

する契約者の義務を強制し、契約の遵守状況を確認する権限を持つ本契約の第三者受益者であることに同意する

ものとします。 

(H) MicrosoftがWindows Serverに係る料金（Microsoftが当社に対して請求するものをいいます）を値上げする場合、

当社はその値上げに応じて、Windows Serverに係る利用料金を値上げすることができるものとします。その利用料

金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に対して通知するものとします。 

(I) Windows Server for Hypert-V 

本メニューは、１の Hyper-V サーバー毎に仮想マシン（契約者が外部から持ち込んだＯＳを利用して構築したものを

除きます。以下、本欄において同じとします。）の数を算定します。 

   B 料金算定方法 

(A) 当社は、Microsoftが規定する料金並びに算定方法及び契約者によるAzure Backup及びAzure Site Recovery(E2A)

（Microsoft が提供するものをいいます）の利用実態に基づき算出された額を本メニューに係る利用料金として適用

します。 

(B) Windows Server for Hypert-V 

１の Hyper-Vサーバーにおいて、Windows Server for Hypert-Vに係る利用料金は次の定めに基づいて算出される

ものとします。 

a １の Hyper-Vサーバー上で利用する仮想マシンの数が７以下の場合、その仮想マシンの数にWeb料金表に規

定するWindows Server for Hypert-Vに係る月額上限料金を乗じて得た額を利用料金とします。なお、1VM目は

無料で提供します。 

b １の Hyper-Vサーバ―上で利用する仮想マシンの数が８以上の場合、前号に係らずWeb料金表に規定する

Windows Server for Hypert-Vに係る月額上限料金を利用料金とします。 

 

  

  

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2&Language=32
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別紙 2 仮想サーバー 

 

1 メニュー一覧 

メニュー 内容 

(1) サーバーインスタンス 複数のお客さまの仮想サーバーが当社提供の同一設備に収容される共用型の仮想サー

バーを提供するもの 

(2) イメージ管理 外部環境にある契約者のイメージを持込み、SDPFサービス(クラウド/サーバー) ハイパ

ーバイザー、仮想サーバー及び物理サーバーで利用することができるもの。また、作成し

たイメージを外部環境へ持出し、契約者の環境で本メニューで作成したリソースの複製を

作成することができるもの 

 

2 各メニュー等の提供条件等 

(1) サーバーインスタンス 

     A 提供条件等 

(A) コンピュート 

a 当社は、メニュー及びプラン毎に定めるサービス仕様に基づき、共用型の仮想サーバー（当社が指定する

CPUとメモリの組み合わせにより SDPFサービス（クラウド/サーバー）を通じて構築されるものをいいます。以

下、同じとします。）を提供します。当社は、本メニューの提供にあたり、Smart Data Platformポータルまたは

API経由で利用可能な以下の機能を提供します。 

(a) 仮想サーバーインスタンスの作成、削除、管理 

(b) 当社が SDPFサービス（クラウド/サーバー）を通じて提供する OS及び関連するソフトウェアのインストー 

b 本メニューは、SAPによって、SAPアプリケーションがサポートされる環境ではありません。 

(B) ボリューム 

a 共用型の仮想サーバー構築を前提に、契約者が SDPFサービス（クラウド/サーバー）を通じて、その仮想サ

ーバーにデータを蓄積するためのデータ保存領域を提供します。 

b Smart Data Platformポータルまたは API経由で以下の機能を提供します。 

(a) ボリュームの作成、削除、管理 

(b) 当社が SDPFサービス（クラウド/サーバー）を通じて提供する OS及び関連するソフトウェアののインストー

ル 

c 契約者は、1のテナントにつき、総容量で 512TB以内かつ 512個までボリュームを作成できるものとします。 

(C) OS 

a Red Hat Enterprise Linux 

(a) 本メニューは、仮想サーバーで利用可能な Red Hat, Inc. （以下「Red Hat」）が提供する Red Hat Enterprise 

Linuxに係るOSを提供します。 

(b) Red Hat Enterprise Linuxの利用については、本規約の定めに加え、Red Hatのエンドユーザライセンス契約

及びレッドハットソフトウェアサブスクリプション契約が適用されます。これらの契約については、Red Hatの

以下のWebサイトを確認ください。なお、以下のエンドユーザライセンス契約またはレッドハットソフトウェア

サブスクリプション契約に変更があった場合は、その変更されたものが適用されるものとします。

http://jp.redhat.com/licenses/RHEL_EULA_JAPAN.pdf、

http://www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/Cloud_Software_Subscription_Agreement_Japan.pdf５． 

(c) 契約者は、Red Hat Enterprise Linux の利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

(i) Red Hat Enterprise Linuxを SDPFサービス（クラウド/サーバー）以外のリソース上で利用すること。 

(ii) Red Hat Enterprise Linuxの不正なインストール、頒布、複製、利用または違法コピーを行うこと。 

(d) Red Hatが Red Hat Enterprise Linuxに係る料金（Red Hatが当社に対して請求するものをいいます）を値上

げする場合、当社はその値上げに応じて、Web料金表に規定する Red Hat Enterprise Linuxに係る利用料金

を値上げすることができるものとします。その利用料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に

対して通知するものとします。 

(e) 契約者は、Red Hat Enterprise Linuxの利用にあたり、契約者情報（契約者名、契約者の電子メールアドレ

ス、ライセンス利用状況等）を当社から Red Hat に提供することに同意するものとします。 

b Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications 

(a) Red Hat Enterprise Linux for SAP Applicationsは、仮想サーバーで利用可能な Red Hatが SAP Application

向けに提供する Red Hat Enterprise Linux for SAP Applicationsに係る OSを提供します。 

(b) Red Hat Enterprise Linuxの利用については、本規約の定めに加え、Red Hatのエンドユーザライセンス契約

及びレッドハットソフトウェアサブスクリプション契約が適用されます。これらの契約については、Red Hatの

以下のWebサイトを確認ください。なお、以下のエンドユーザライセンス契約またはレッドハットソフトウェア

サブスクリプション契約に変更があった場合は、その変更されたものが適用されるものとします。

http://jp.redhat.com/licenses/RHEL_EULA_JAPAN.pdf
http://www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/Cloud_Software_Subscription_Agreement_Japan.pdf５．
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http://jp.redhat.com/licenses/RHEL_EULA_JAPAN.pdfhttp://www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/Cloud_So

ftware_Subscription_Agreement_Japan.pdf５． 

(c) 契約者は、Red Hat Enterprise Linux の利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

(i) Red Hat Enterprise Linuxを SDPFサービス（クラウド/サーバー）以外のリソース上で利用すること。 

(ii) Red Hat Enterprise Linuxの不正なインストール、頒布、複製、利用または違法コピーを行うこと。 

(d) Red Hatが Red Hat Enterprise Linuxに係る料金（Red Hatが当社に対して請求するものをいいます）を値上

げする場合、当社はその値上げに応じて、Web料金表に規定する Red Hat Enterprise Linuxに係る利用料金

を値上げすることができるものとします。その利用料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に

対して通知するものとします。 

(e) 契約者は、Red Hat Enterprise Linuxの利用にあたり、契約者情報（契約者名、契約者の電子メールアドレ

ス、ライセンス利用状況等）を当社から Red Hat に提供することに同意するものとします。 

c Windows Server  

(a) Windows Serverは、仮想サーバーで利用可能なMicrosoft Corporation（以下「Microsoft」といいます）が提供

するWindows Server に係るOSを提供します。 

(b) Windows Server等の利用については、本規約の定めに加え、サービスプロバイダー製品使用権説明書

（SPUR）が適用されるものとします。サービスプロバイダー製品使用権説明書（SPUR）の閲覧にあたっては、

Microsoftの以下のWebサイトを確認ください。なお、以下のサービスプロバイダー製品使用権説明書

（SPUR）に変更があった場合は、その変更されたものが適用されるものとします。

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2&Language=32 

(c) 契約者は、Windows Server等の利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

(i) Windows Serve r等を SDPFサービス（クラウド/サーバー）以外のリソース上で利用すること。 

(ii) Windows Serve r等に含まれるいずれの著作権、商標またはその他の財産権に関する表示を、削除、改

変または不明瞭化すること。 

(iii) Windows Server等をリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること（適用される

法令においてかかる行為が明文で許容されている場合を除きます）。 

(iv) Windows Server等の不正なインストール、頒布、複製、利用または違法コピーを行うこと。 

(v) Windows Server等に不具合が発生した場合に死亡、重大な人身損害、または重大な物理的損害もしく

は環境の破壊につながるようなアプリケーションまたは環境において使用すること（その不具合が死亡、

人身傷害、もしくは重大な物損または環境破壊につながることのない、構成データの保管、エンジニアリ

ングツールまたは構成ツール、その他の非制御アプリケーション（制御アプリケーションと通信することは

可能ですが、直接または間接的に制御機能を担当しないものをいいます。）など、管理を目的としたもの

は含まれません。） 

(d) 契約者がWindows Server等の利用により生じるすべての損害について、当社及びMicrosoftは賠償責任を

負わないものとします。 

(e) 当社は、契約者によるWindows Server等の利用にあたり、SDPFサービス（クラウド/サーバー）に関連する

技術的なサポート（当社が指定するものに限ります）を実施します。 

(f) 契約者は、Windows Server等の利用にあたり、当社の申出に基づき、必要な情報の開示することに同意す

るものとします。 

(g) 契約者は、Windoew Server等の利用について、Microsoftが SDPFサービス（クラウド/サーバー）に係る契

約に規定する契約者の義務を強制し、契約の遵守状況を確認する権限を持つ本契約の第三者受益者であ

ることに同意するものとします。 

(h) MicrosoftがWindows Server等に係る料金（Microsoftが当社に対して請求するものをいいます）を値上げす

る場合、当社はその値上げに応じて、Windows Serverに係る利用料金を値上げすることができるものとしま

す。その利用料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に対して通知するものとします。 

     B 料金算定方法 

(A) コンピュート 

a Web料金表に規定する「起動時」とは、契約者の操作により仮想サーバーが正常に起動した時刻から起算し、

正常に停止した時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 

b Web料金表に規定する「停止時」とは、契約者の操作により仮想サーバーが正常に停止した時刻から起算し、

次に正常に起動した時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 

(B) OS 

a 本メニューのOSのプランについては、その OSがインストールされた本メニューのコンピュートのインスタンス

に係るプランと同一のプランが適用されるものとします。 

b 本メニューのOS がインストールされた本メニューのコンピュートのインスタンスに係るプランに変更があった

場合、本メニューの OSのプランは、その変更後の本メニューのコンピュートのインスタンスのプランと同一の

プランに自動的に変更されます。 

   (2) イメージ管理 

http://jp.redhat.com/licenses/RHEL_EULA_JAPAN.pdfhttp:/www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/Cloud_Software_Subscription_Agreement_Japan.pdf５．
http://jp.redhat.com/licenses/RHEL_EULA_JAPAN.pdfhttp:/www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/Cloud_Software_Subscription_Agreement_Japan.pdf５．
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2&Language=32
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     A 提供条件等 

      (A) プライベートテンプレート 

a SDPFサービス（クラウド/サーバー）に係るサーバーまたはストレージなどのリソースの状態を保存（イメージ

化）したもの、または外部にあるイメージファイルを持ち込み、プライベートテンプレートとして保存するための

保存領域を提供します。 

b 契約者は、本メニューのプライベートテンプレートを通じて、プライベートテンプレートからプライベートテンプレ

ートのイメージが入ったサーバーやストレージを作成し、仮想サーバーで利用することができます。 

c 契約者は、本メニューのプライベートテンプレートを通じて、プライベートイメージテンプレートを他のテナント

（当社が指定する方法により契約者が指定するものとします。）へ共有することができます。 

d 当社は、本メニューに係る容量の上限を１のテナントあたり１ファイル 4TB(4,096GB)合計のファイル数 256とし

ます。 

      (B) プライベート ISO 

a 外部から持ち込まれたディスクイメージ（SDPFサービス（クラウド/サーバー）の機能を利用することなく契約者

により情報またはデータが蓄積された記憶媒体をいいます。）をプライベート ISOとして保存するための保存

領域を提供します。 

b プライベート ISOとして保管されたディスクイメージから、仮想サーバーやベアメタル等を作成することができ

ます。 

c 当社は、本メニューのプライベート ISOに係る容量の上限を 4TB(4,096GB)とします。 

     B 料金算定方法 

      (A) プライベートテンプレート及びプライベート ISO共通 

a １のプライベートテンプレートまたはプライベートＩＳＯに係る利用料金（以下、「イメージ管理に係る利用料金」と

いいます。）は、次に定める算式に基づき算出されるものとします。 

イメージ管理に係る利用料金 

＝利用量（byte）×利用時間（秒）÷1024^3（byte/GB）÷60(秒/分)×単価（円/GB・分) 

b 上記の記算式に基づき算出された額に端数が生じた場合は、その端数の小数点を切り上げるものとします。 

c 2(2)B(A)の a及び bの算定方法により、契約者が支払いを要する利用料金として算出された額は、当社が指

定する方法により、契約者に表示される料金額の内訳、料金算定に使用される時間等に基づき算出される額

と異なる場合があります。 
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別紙 3 物理サーバー 

 

1 メニュー一覧 

 

2 各メニュー等の提供条件等 

    (1) ベアメタルサーバー 

     A 提供条件等 

(A) ベアメタルサーバー 

a 当社は、メニュー及びプラン毎に定めるサービス仕様に基づき、ベアメタルサーバー提供します。 

ベアメタルサーバーメニューには以下の 2つのプランがあります。 

(a) スタンダードプラン 

(b) カスタムプラン 

b 当社は、本メニューの提供にあたり、当社が提供する Smart Data Platformポータル（以下、「SDPFポータル」

といいます。）または API経由で利用可能な以下の機能を提供します。 

(a) ベアメタルサーバーの作成、削除、管理 

(b) 当社が SDPFサービス（クラウド/サーバー）を通じて提供する OS及び関連するソフトウェアのインストール 

c 当社は、1のテナントに作成可能なベアメタルサーバー数の上限を 128とします。ただし、SDPFポータル／

API経由で登録可能なベアメタルサーバー作成数は 30までとなります。30を超えて利用する場合は、別テナ

ントでの本メニューの申込みが必要となります。 

d 上記ベアメタルサーバー作成数については、ハイパーバイザーにおける vSphere及び Hyper-Vのサーバー

数も含まれます。 

(B) リモートコンソールアクセス 

当社は、SSL VPNにより、ベアメタルサーバーの Console／BMCに接続可能な機能を提供します。 

当社は、１のテナントにつき、本メニューに係る１のＩＤを提供します。 

(C) OS 

a Red Hat Enterprise Linux 

(a) Red Hat Enterprise Linuxは、仮想サーバーで利用可能な Red Hatが提供する Red Hat Enterprise Linuxに

係るOSを提供します。 

(b) Red Hat Enterprise Linuxの利用については、本規約の定めに加え、Red Hatのエンドユーザライセンス契約

及びレッドハットソフトウェアサブスクリプション契約が適用されます。これらの契約については、Red Hatの

以下のWebサイトを確認ください。なお、以下のエンドユーザライセンス契約またはレッドハットソフトウェア

サブスクリプション契約に変更があった場合は、その変更されたものが適用されるものとします。

http://jp.redhat.com/licenses/RHEL_EULA_JAPAN.pdfhttp://www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/Cloud_So

ftware_Subscription_Agreement_Japan.pdf５． 

(c) 契約者は、Red Hat Enterprise Linux の利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

(i) Red Hat Enterprise Linuxを SDPFサービス（クラウド/サーバー）以外のリソース上で利用すること。 

(ii) Red Hat Enterprise Linuxの不正なインストール、頒布、複製、利用または違法コピーを行うこと。 

(d) Red Hatが Red Hat Enterprise Linuxに係る料金（Red Hatが当社に対して請求するものをいいます）を値上

げする場合、当社はその値上げに応じて、Web料金表に規定する Red Hat Enterprise Linuxに係る利用料金

を値上げすることができるものとします。その利用料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に

対して通知するものとします。 

(e) 契約者は、Red Hat Enterprise Linuxの利用にあたり、契約者情報（契約者名、契約者の電子メールアドレ

ス、ライセンス利用状況等）を当社から Red Hat に提供することに同意するものとします。 

(D) OS 

a Windows Server 

(a) Windows Serverは、仮想サーバーで利用可能なMicrosoft Corporation（以下「Microsoft」といいます）が提供

するWindows Server に係るOSを提供します。 

(b) Windows Server等の利用については、本規約の定めに加え、サービスプロバイダー製品使用権説明書

（SPUR）が適用されるものとします。サービスプロバイダー製品使用権説明書（SPUR）の閲覧にあたっては、

Microsoftの以下のWebサイトを確認ください。なお、以下のサービスプロバイダー製品使用権説明書

（SPUR）に変更があった場合は、その変更されたものが適用されるものとします。

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2&Language=32 

メニュー 内容 

(1) ベアメタルサーバー ベアメタルサーバー（当社が指定する物理サーバー（OS等の仮想サ

ーバーの構築に要するソフトウェアその他のプログラムが組み込まれ

る前の状態のものをさします。）をいいます。以下、同じとします。）を

提供するもの 

http://jp.redhat.com/licenses/RHEL_EULA_JAPAN.pdfhttp:/www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/Cloud_Software_Subscription_Agreement_Japan.pdf５．
http://jp.redhat.com/licenses/RHEL_EULA_JAPAN.pdfhttp:/www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/Cloud_Software_Subscription_Agreement_Japan.pdf５．
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2&Language=32
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(c) 契約者は、Windows Server等の利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

(i) Windows Serve r等を SDPFサービス（クラウド/サーバー）以外のリソース上で利用すること。 

(ii) Windows Serve r等に含まれるいずれの著作権、商標またはその他の財産権に関する表示を、削除、改

変または不明瞭化すること。 

(iii) Windows Server等をリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること（適用される

法令においてかかる行為が明文で許容されている場合を除きます）。 

(iv) Windows Server等の不正なインストール、頒布、複製、利用または違法コピーを行うこと。 

(v) Windows Server等に不具合が発生した場合に死亡、重大な人身損害、または重大な物理的損害もしく

は環境の破壊につながるようなアプリケーションまたは環境において使用すること（その不具合が死亡、

人身傷害、もしくは重大な物損または環境破壊につながることのない、構成データの保管、エンジニアリ

ングツールまたは構成ツール、その他の非制御アプリケーション（制御アプリケーションと通信することは

可能ですが、直接または間接的に制御機能を担当しないものをいいます。）など、管理を目的としたもの

は含まれません。） 

(d) 契約者がWindows Server等の利用により生じるすべての損害について、当社及びMicrosoftは賠償責任を

負わないものとします。 

(e) 当社は、契約者によるWindows Server等の利用にあたり、SDPFサービス（クラウド/サーバー）に関連する

技術的なサポート（当社が指定するものに限ります）を実施します。 

(f) 契約者は、Windows Server等の利用にあたり、当社の申出に基づき、必要な情報の開示することに同意す

るものとします。 

(g) 契約者は、Windoew Server等の利用について、Microsoftが SDPFサービス（クラウド/サーバー）に係る契

約に規定する契約者の義務を強制し、契約の遵守状況を確認する権限を持つ本契約の第三者受益者であ

ることに同意するものとします。 

(h) MicrosoftがWindows Server等に係る料金（Microsoftが当社に対して請求するものをいいます）を値上げす

る場合、当社はその値上げに応じて、Windows Serverに係る利用料金を値上げすることができるものとしま

す。その利用料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に対して通知するものとします。 

     B 料金算定方法 

    (A) ベアメタルサーバー 

a カスタムプランには、下表の最低利用期間の設定があります。 

 

  

 

 

カスタムプランの最低利用期間内に契約の解除があった場合は、最低利用期間に相当する利用額（契約の解

除があった単位に係る月額上限料金に12ヶ月を乗じた額に最低利用期間の年数を乗じた額とします）から、利

用開始から契約の解除があった日までの期間において現に支払のあった額を差し引いた額を、当社が定める

期限までに一括して支払うものとします。 

b カスタムプランには、キャンセルポリシーが設定されており、以下に該当する場合には取消料をお支払いいた

だきます。 

当社は、契約者による本プランの申込を承諾した時点で、本プランのサービス提供に必要となるサーバーの

調達および構築の手配を行うことから、当社が本プランの申込を承諾した時点から契約者に本プランのサービ

スを提供するまでの間（以下、「提供準備期間」といいます。）に契約者による本プランの契約の解除があった

場合は、契約者は、契約の解除があった単位に、Web料金表に基づき算出される下表の金額を取消料として

当社が定める期限までに一括して支払うものとします。 

 

 

 

 

 

 

(B) リモートコンソールアクセス 

a 1のテナントにつき、1の IDに係る利用料金は適用しません。 

(C) OS 

a ベアメタルサーバーに契約者が他の新規OSをインストールした場合であっても、OSに係る利用料金が継続

して適用されるものとします。 

  

項目 条件 

最低利用期間 ベアメタルサーバー1台毎の最低利用期間を2年/3年/5年から選

択いただきます。 

最低利

用期間 

取消料 

2年 月額上限料金に12ヶ月を乗じた額に最低利用期間の年数を乗じた金額の25% 

3年 月額上限料金に12ヶ月を乗じた額に最低利用期間の年数を乗じた金額の25% 

5年 月額上限料金に12ヶ月を乗じた額に最低利用期間の年数を乗じた金額の25% 
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別紙 4 削除 

 

別紙 5 ストレージ 

 

1 メニュー一覧 

メニュー 内容 

(1) ブロックストレージ SDPFサービス(ネットワーク) クラウド/サーバー ローカルネットワー

クに係るロジカルネットワーク経由で iSCSIプロトコルで接続可能なブロ

ックストレージを提供するもの 

(2) ファイルストレージ SDPFサービス(ネットワーク) クラウド/サーバー ローカルネットワー

クに係るロジカルネットワーク経由で NFS(v3)プロトコルで接続可能なフ

ァイルストレージを提供するもの 

(3) Wasabiオブジェクトストレージ Wasabi Technologies LLC (以下、「Wasabi社」といいます。)が提供する

Wasabi hot cloud storageの利用ライセンスを SDPFサービス（クラウド/

サーバー）を通じて提供するもの 

 

2 各メニュー等の提供条件等 

(1) ブロックストレージ 

A 提供条件等 

(A) 当社は、本メニューの提供にあたり、１のボリュームにつき 2 IOPS/GBまたは 4IOPSのストレージ IO制御を実

施します。 

(B) １の ボリュームに対して複数のスナップショットを作成することができます。 スナップショットの最大取得可能数

は 100 です。 

(C) スナップショットに保存可能な容量はボリュームサイズの 30%に制限（以下、「スナップショット制限値」）され、スナ

ップショット容量がスナップショット制限値の 95％を超えると、スナップショットは作成された順に 95％未満になる

まで自動的に削除されます。 

B 料金算定方法 

(A) 利用状況に応じて容量が変動する従量課金で、当社が任意のタイミングで、日単位のスナップショット容量の最

大値を測定し、当該月の合計総容量に対し、１日あたりの GB単価により算出されるものとします。 

(2) ファイルストレージ 

A スタンダード 

(A) 提供条件等 

a Web料金表当社は、スタンダードの提供にあたり、１のボリュームにつきスループット性能はベストエフォート

で提供し、各ボリュームに最大スループット制限が付与されます。 

b スタンダードは、容量１０TBから 5TB単位で利用できるものとし、容量の上限を 100TBとします。 

(3) Wasabiオブジェクトストレージ 

A 提供条件等 

(A) 本メニューは、１テナントあたり１アカウントが作成可能です。 

(B) 本メニューは、アカウントの作成、削除、編集は同時に複数の処理を実行するため、契約者が操作した時間と誤

差が生じる場合があります。 

(C) 当社は本メニューの機能に係るスループット性能の保証をしません。 

(D) 当社は本メニューのサードパーティー製品との連携および機能の保証をしません。 

(E) 本メニューは、SDPFサービス（クラウド/サーバー）を日本で契約した場合にのみ利用いただけます。 

(F) 本メニューの利用には、本規約に加えて、Wasabi社のWasabi Technologies Customer Agreement 

(https://wasabi.com/legal/customer-agreement/) （以下、「Wasabi Agreement」といいます。）が適用されるもの

とします。Wasabi Agreementに変更があった場合は、その変更された条件が適用されるものとします。なお、本

規約とWasabi Agreement条件に齟齬が生じる場合は、本規約の条件が優先して適用されるものとします。 

(G) 契約者が本メニューの利用により生じるすべての損害について、当社及びWasabi社は賠償責任を負わないも

のとします。 

(H) Wasabi Agreementに定める条件に、契約者が違反する行為等が確認された場合は、Wasabiオブジェクトストレ

ージサービスの提供を中止する場合があります。 

(I) Wasabi社がWasabiオブジェクトストレージに係る料金（Wasabi社が当社に対して請求するものをいいます）を値

上げする場合、当社はその値上げに応じて、Web料金表に規定するWasabiオブジェクトストレージに係る利用

料金を値上げすることができるものとします。その利用料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に

対して通知するものとします。 

https://wasabi.com/legal/customer-agreement/
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(J) 米ドル-日本円の為替レートが大きく変動した場合、当社はWeb料金表に規定するWasabiオブジェクトストレー

ジに係る利用料金を改定できるものとします。その利用料金の改定にあたっては、当社はあらかじめ契約者に

対して通知するものとします。 

(K) Wasabi Agreementで定める内容の内以下の項目については、契約者は本規約の定めに従うこととします。 

a 契約者は SDPFポータルから本メニューを申し込むこととし、Wasabi社へのアカウント情報（会社名や電子メー

ルアドレス等）の登録は不要とします。 

b Wasabi Agreementに定める Limited Wasabi Service（free trials含む）は、契約者に提供されません。 

c 本メニューに関するコンタクト先は全て当社となります。契約者がWasabi社に直接コンタクトすることはできま

せん。 

d 本メニューのサポートは当社が SDPFサービス(クラウド/サーバー)のサポートとして実施します。Wasabi社に

よる直接サポートはありません。 

e 本メニューの利用料金はWeb料金表の定めに従い、当社から契約者へ請求します。 

(L) Wasabi社がWasabiオブジェクトストレージサービス(一部機能を含む)の提供を中止又は停止する場合、当社

は、本サービスの提供を中止又は停止します。この場合、契約者は当該サービスが利用できないことについて

同意するものとします。 

B 料金算定方法 

(A) 本メニューには、最低利用料金、最低課金期間、最低課金サイズの設定があります。具体的には下表のとおり

です。なお、利用量等はWasabi社の測定に基づき算出します。 

項目 条件 

最低利用料金 
テナント単位で適用される最低利用料金は、1ヶ月の利用量が 1TB未満の場合には、当該月

の利用料金は 1TB相当の料金額を請求します。 

最低課金期間 

(オブジェクト単位) 

オブジェクト単位で適用される最低課金期間は、契約者がオブジェクトのアップロードを実施し

た場合にオブジェクトのアップロードをした日を起算日(以下、「起算日」といいます。)から30日

間を最低課金期間とします。 

最低課金期間内にオブジェクトを削除(以下、「削除日」といいます。)した場合は、当社は、最

低課金期間残期間(起算日から最低課金期間終了の日までの期間)について、利用している

場合と同様に当該サービスに係る利用料金相当額を課金対象として料金請求します。 

最低課金サイズ 

(オブジェクト単位) 

オブジェクト単位で適用される最低課金サイズは、オブジェクトのサイズが 4KB未満の場合に

は、4KB相等の料金額をオブジェクト単位に請求します。 

(B) 本メニューの利用料金は、JP1/JP2/JP4/JP5、US1、US2、UK1、DE1、FR1、SG1、HK1等リージョンに含まれな

い、Web料金表(https://sdpfntt.com/price/price2-wasabi)で定める料金により算出するものとします。 

 

 

  

https://sdpfntt.com/price/price2-wasabi
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別紙 6 セキュリティ 

 

1 メニュー一覧 

メニュー 内容 

(1) Managed Anti-Virus 不正プログラム、ウイルス、トロイの木馬、スパイウェアなどウイル

ス感染の脅威から本メニューを適用する仮想サーバー、物理サー

バー等のホストを保護するもの 

(2) Managed Virtual Patch OSやアプリケーションの脆弱性に対する攻撃から本メニューを適

用する仮想サーバー、物理サーバー等のホストを保護するもの 

(3) Managed Host-based Security Package 本メニューを適用する仮想サーバー、物理サーバー等のホストの

セキュリティ対策に必要な機能をオールインワンで提供するもの 

 

2 各メニュー等の提供条件等 

(1) Managed Anti-Virus 

A 提供条件等 

(A) SDPFサービス（クラウド/サーバー）及び ECL1.0で利用中のホストの OS上に Agentをインストールしていただ

き、当社の管理サーバーと接続して動作します。管理サーバーとはインターネット経由での接続が必要です。 

(B) ホスト上のセキュリティ機能及び各機能の管理機能を提供します。 

(C) 申込みいただけるメニューは、１のテナントにつき、いずれか１メニューとなります。 

(D) 申込みいただける上限数は、１のテナントにつき、256となります。 

B 料金算定方法 

(A) 利用時間にかかわらず、月額定額料金とします。 

(B) 申込みいただいたメニューと最大利用Agent数を乗じて、月額料金を算定します。 

(C) 最大利用Agent数まで Agentをインストールして利用いただくことができます。最大利用 Agent数までインスト

ールされずに利用されていない場合でも、（B）の算定に基づき料金算定します。 

(D) １の料金月において、利用メニューや数量を変更した場合、その料金月に利用したメニュー及び数量を（B）の算

定方法に基づいて料金を比較し、最も高い料金を月額料金として適用します。 

(2) Managed Virtual Patch 

A 提供条件等 

(A) SDPFサービス（クラウド/サーバー）及び ECL1.0で利用中のホストの OS上に Agentをインストールしていただ

き、当社の管理サーバーと接続して動作します。管理サーバーとはインターネット経由での接続が必要です。 

(B) ホスト上のセキュリティ機能及び各機能の管理機能を提供します。 

(C) 申込みいただけるメニューは、１のテナントにつき、いずれか１メニューとなります。 

(D) 申込みいただける上限数は、１のテナントにつき、256となります。 

B 料金算定方法 

(A) 利用時間にかかわらず、月額定額料金とします。 

(B) 申込みいただいたメニューと最大利用Agent数を乗じて、月額料金を算定します。 

(C) 最大利用Agent数まで Agentをインストールして利用いただくことができます。最大利用 Agent数までインスト

ールされずに利用されていない場合でも、（B）の算定に基づき料金算定します。１の料金月において、利用メニ

ューや数量を変更した場合、その料金月に利用したメニュー及び数量を（B）の算定方法に基づいて料金を比較

し、最も高い料金を月額料金として適用します。 

(3) Managed Host-based Security Package 

A 提供条件等 

(A) SDPFサービス（クラウド/サーバー）及び ECL1.0で利用中のホストの OS上に Agentをインストールしていただ

き、当社の管理サーバーと接続して動作します。管理サーバーとはインターネット経由での接続が必要です。 

(B) ホスト上のセキュリティ機能及び各機能の管理機能を提供します。 

(C) 申込みいただけるメニューは、１のテナントにつき、いずれか１メニューとなります。 

(D) 申込みいただける上限数は、１のテナントにつき、256となります。 

(E) Managed Host-based Security Package にはManaged Anti-Virus、Managed Virtual Patch の機能が含まれま

す。 

B 料金算定方法 

(A) 利用時間にかかわらず、月額定額料金とします。 

(B) 申込みいただいたメニューと最大利用Agent数を乗じて、月額料金を算定します。 

(C) 最大利用Agent数まで Agentをインストールして利用いただくことができます。最大利用 Agent数までインスト

ールされずに利用されていない場合でも、２の算定に基づき料金算定します。１の料金月において、利用メニュ

ーや数量を変更した場合、その料金月に利用したメニュー及び数量を２の算定方法に基づいて料金を比較し、

最も高い料金を月額料金として適用します。 
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別紙 7 ミドルウェア/ライセンス 

 

1 メニュー一覧 

メニュー 内容 

(1) Oracle Oracle Corporation（以下、「オラクル」といいます。）が提供するソフトウェア

（Oracle、Oracle SE2、Oracle EE）に係るライセンスを SDPFサービス（クラ

ウド/サーバー）に係る仮想サーバー上で提供するもの 

(2) SQL Server Microsoftが提供する SQL Serverに係るソフトウェア及びライセンスを

SDPFサービス（クラウド/サーバー）上で提供するもの 

(3) Arcserve Unified Data Protection Arcserve Japan合同会社 (以下、「Arcserve Japan」といいます。)が提供す

る Arcserveに係るバックアップソフトウェア(以下、「Arcserveソフトウェア」

といいます。)及びライセンスを SDPFサービス(クラウド/サーバー) ハイパ

ーバイザー、仮想サーバー、物理サーバーに係る仮想マシン、ベアメタル

サーバー上で提供するもの 

(4) HULFT ㈱セゾン情報システムズ（以下、「セゾン情報システムズ」といいます。）が

提供する HULFTに係るソフトウェアにより SDPFサービス（クラウド/サー

バー）で HULFTライセンス及び動作環境を提供するもの 

(5) Windows Server Remote Desktop 

Services SAL  

Microsoftが提供するWindows Server Remote Desktop Services SALに係

るソフトウェア及びライセンスを SDPFサービス（クラウド/サーバー）に係る

仮想サーバー上で提供するもの 

 

2 各メニュー等の提供条件等 

(1) Oracle 

A仮想サーバーメニュー向け 

(A) 提供条件等 

a （利用の範囲）当社は、当社設備に導入されたOracleソフトウェア（Oracleソフトウェア（BYOL）を除きます。以

下、同じとします。）にアクセスすることができます。ただし、契約者は、本契約の条件に従って Oracleソフトウェ

アを使用するものとし、また、Oracleソフトウェアは、契約者の拠点に導入してはなりません。当社は、Oracleソ

フトウェアの所有権、使用権及び知的財産権を留保し、Oracleソフトウェアに関するいかなる権利も契約者には

移転しません。 

b （補償）Oracleソフトウェアの情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、データ、ハードウェア及びその他Oracle

ソフトウェアに係る提供物（本条ではあわせて以下、「提供物」といいます）のいずれかについて、第三者が当該

第三者の知的財産権を侵害しているとするクレームを提起した場合、契約者が以下の各号を実施することを条

件に当社の費用と負担において当該クレームから契約者を防御するとともに、裁判所が判示した金額（当該第

三者に対する損害額、損害賠償額、負担した費用など）又は当社が同意した和解金額であって、契約者が現に

負担した金額につき契約者に補償を行うものとします。 

(a) 契約者が当該クレームを受領した日から 20日以内 に、（法律等で要求される場合はそれより早く）当社に

書面にて速やかに通知をすること 

(b) 当社に防御及び解決のためのあらゆる交渉を単独の裁量で行わせること 

(c) 当該クレームの防御や解決に必要となる情報や権限、助力を当社に与えること 

(d) 提供物のいずれかが第三者の知的財産権を侵害していると判断された場合、又は、当社が侵害していると

認めた場合は、当社は当該提供物を非侵害となるように（その実用性又は機能性を実質的に維持しながら）

修正するか、あるいはその継続使用を可能とする使用権を取得するかいずれかの措置をとることができま

す。 

c いずれの措置も商業的合理的でない場合は、当社は当該提供物の使用権を終了させ返却を求め、当該提供

物に関して契約者が当社に支払った利用料金について返還することができます。bから eは、権利侵害による

クレーム又は損害に関する契約者の唯一の救済措置とします。 

d （責任の制限）共通編第 27条にかかわらず、当社は、Oracleソフトウェアについて、当社の責めに帰すべき理

由により契約者に損害を与えた場合は、契約者が当社に支払った金額を上限として契約者に現実に生じた通

常かつ直接の損害を賠償するものとします。但し、当該損害が保証を満たさない不十分な Oracleソフトウェア

から生じた場合には、当社の損害賠償責任は、損害の原因である保証を満たさない不十分な Oracleソフトウ

ェアに係る月額定額料金を上限とします。なお、本条は、契約者が本契約に基づき当社に対し負っている支払

債務を免除するものではありません。 

e （非保証）当社は契約者に対し以下を保証するものではありません。 

(a) Oracleソフトウェアが契約者の期待通りの品質・効用を有すること、その作動が中断されないこと、その作動

に誤りがないこと。 
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(b) Oracleソフトウェアを利用する事によって、利用する端末内のアプリケーションやデータ等に影響を及ぼさな

いこと。  

f （制約事項）Oracleソフトウェアは、SDPFサービス(クラウド/サーバー) に係る仮想サーバーメニュー、ベアメ

タルサーバーメニュー、専用ハイパーバイザーメニューにおいて提供されます。 

g Oracleソフトウェアとともに使用することが適切または必要である第三者の技術がある場合には、関連するド

キュメント（オラクルが開示する第三者の技術に係る資料等を含みます。以下、「関連ドキュメント」といいま

す。）で特定されます。その第三者の技術は、サービス利用者に対して、提供される本Oracle関連メニューと

共にする使用についてのみ許諾されるものであって、また、本契約ではなく、関連ドキュメントで特定される第

三者とのライセンス契約に定める条件に従ってのみ使用許諾されるものとします。 

h 契約者は、Oracleソフトウェアの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

(a) Oracleソフトウェアまたは Oracleソフトウェアに関する利益を、いずれかの個人または団体に、譲渡し、権利

を付与し、または移転すること（契約者が Oracleソフトウェアへの担保設定を主張する場合であっても、担保

権者は、Oracleソフトウェアを使用または移転する権利を有さないものとします）。 

(b) Oracleソフトウェアまたはそのライセンサーの財産権に関する表示を削除または改変すること。 

(c) Oracleソフトウェアを複製し、リバースエンジニアリングし（ただし、インターオペラビリティのために、法令に

よって必要とされている場合を除く）、逆アセンブルし、または逆コンパイルすること(データの構造その他同

様の Oracleソフトウェアによって作成される資料の精査による場合も含みます)。 

(d) Oracleソフトウェア上で行ったベンチマークテストの結果を公表すること。 

(e) Oracleソフトウェアまたは Oracleソフトウェアに基づき作成したイメージから SDPFサービス(クラウド/サー

バー)以外のリソースへ実体を作成すること。 

i 本契約における別段の規定にかかわらず、オラクルは、本別冊との関係においてのみ、本契約の第三者受益

者とされるものとします。 

（Oracleソフトウェア（BYOL）） 

j Oracleソフトウェア（BYOL）を使用に関しては、以下の条件が適用されます。 

(a) SDPFサービス(クラウド/サーバー)に係る仮想サーバーメニューで提供される仮想サーバーでのOracleソ

フトウェア(BYOL)の使用はできません。 

(b) 契約者とオラクルとの間の契約（以下、「オラクル既存契約」といいます）に定める Oracleソフトウェア

（BYOL）の条件が契約者による Oracleソフトウェア（BYOL）の使用に適用されます。 

(c) オラクル既存契約に基づき生じる責任は契約者が負うものとし、当社は責任を負わないものとします。 

（料金の改定） 

k オラクルが Oracleソフトウェアに係る Oracleライセンスの料金（オラクルが当社に対して請求するものをいい

ます）を値上げする場合、当社はその値上げに応じて、Oracleソフトウェアに係る利用料金を値上げすること

ができるものとします。その利用料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に対して通知するもの

とします。 

 （利用の制限） 

l 契約者は本メニューについて以下の行為を行うことができないものとします。 

(a) 契約者と当社の間で、本メニューの提供又は販売に関する別段の合意がある場合：本メニューを NTTグル

ープ会社に再販する場合に、当社のWebサイト(https://sdpf.ntt.com/services/docs/oracle/service-

descriptions/rsts/vs.html)に定める NTT グループ以外のお客様向けテンプレート利用させること。ただし、

2021年 12月 8日の時点で既に利用されているものに限り継続利用が認められます。 

(b) 契約者が NTTグループ会社の場合：当社のWebサイト(https://sdpf.ntt.com/services/docs/oracle/service

-descriptions/rsts/vs.html)に定める NTT グループ以外のお客様向けテンプレートを利用すること。ただし、

2021年 12月 8日の時点で既に利用されているものに限り継続利用が認められます。 

(c) 契約者が NTTグループ会社以外の場合：当社のWebサイト(https://sdpf.ntt.com/services/docs/oracle/ser

vice-descriptions/rsts/vs.html)に定める NTT グループのお客様向けテンプレートを利用すること。 

 

当社が 2(1)A(A)lの違反を確認した場合、当社は共通編第 17条に基づき本メニューの利用を停止すること

があります。 

NTTグループ会社は、日本電信電話株式会社が直接又は間接に議決権の過半数を有する会社が該当しま

す。 

(B) 料金算定方法 

a Linux / RedHat Enterprise Linux/ Rad Hat Enterprise Linux 8 / Windows Server 2019の場合 

時間料金×利用時間を利用料金とします。 

利用料金が月額上限料金を超える場合、月額上限料金を利用料金とします。 

b Windowsの場合 

(a) 月額固定料金＋(時間料金×利用時間)を利用料金とします。仮想サーバーが一度でも起動されると月額固

定料金が発生します。利用料金が月額上限料金を超える場合、月額上限料金を利用料金とします。 
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(b) 月額固定料金は、プラン変更時には加算されません。 

B ベアメタルサーバーメニューおよび専用ハイパーバイザーメニュー向け 

(A) 提供条件等 

a （利用の範囲）当社は、当社設備に導入されたOracleソフトウェア（Oracleソフトウェア（BYOL）を除きます。以

下、同じとします。）にアクセスすることができます。ただし、契約者は、本契約の条件に従って Oracleソフトウ

ェアを使用するものとし、また、Oracleソフトウェアは、契約者の拠点に導入してはなりません。当社は、Oracle

ソフトウェアの所有権、使用権及び知的財産権を留保し、Oracleソフトウェアに関するいかなる権利も契約者

には移転しません。 

b （補償）Oracleソフトウェアの情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、データ、ハードウェア及びその他

Oracleソフトウェアに係る提供物（本条ではあわせて以下、「提供物」といいます）のいずれかについて、第三

者が当該第三者の知的財産権を侵害しているとするクレームを提起した場合、契約者が以下の各号を実施す

ることを条件に当社の費用と負担において当該クレームから契約者を防御するとともに、裁判所が判示した金

額（当該第三者に対する損害額、損害賠償額、負担した費用など）又は当社が同意した和解金額であって、契

約者が現に負担した金額につき契約者に補償を行うものとします。 

(a) 契約者が当該クレームを受領した日から 20日以内 に、（法律等で要求される場合はそれより早く）当社に

書面にて速やかに通知をすること 

(b) 当社に防御及び解決のためのあらゆる交渉を単独の裁量で行わせること 

(c) 当該クレームの防御や解決に必要となる情報や権限、助力を当社に与えること 

(d) 提供物のいずれかが第三者の知的財産権を侵害していると判断された場合、又は、当社が侵害していると

認めた場合は、当社は当該提供物を非侵害となるように（その実用性又は機能性を実質的に維持しながら）

修正するか、あるいはその継続使用を可能とする使用権を取得するかいずれかの措置をとることができま

す。いずれの措置も商業的合理的でない場合は、当社は当該提供物の使用権を終了させ返却を求め、当該

提供物に関して契約者が当社に支払った利用料金について返還することができます。 

c 提供物が第三者許諾テクノロジーの場合で、その第三者許諾条件が使用権の終了を認めていない場合、当社

は、提供物の使用権を終了する代わりに、当該第三者許諾テクノロジーに関連する Oracleソフトウェアの使用

権を終了させ、返却を求めるものとします。 

d 次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は契約者に対して補償を行わないものとします。 

(a) 契約者に提供された最新版かつ変更が加えられていない提供物を契約者が使用していれば侵害が避けら

れた場合に、契約者が提供物に変更を加え、又は当社が指定する使用範囲を超えて提供物を使用した場

合、或いは旧バージョンの提供物を使用していた場合 

(b) 契約者が、提供物の使用権の終了後に当該提供物を継続して使用していた場合 

(c) 当該クレームが当社の提供していない情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、データ及び資料に起因す

る場合 

e 提供物を当社が提供したものではない製品やサービスと組み合わせたことに起因する侵害のクレームについ

ては、当社はかかるクレームについても、契約者に対する補償を行わないものとします。Oracleソフトウェアに

含まれるか、使用が必須の第三者許諾テクノロジーについてのみ、以下の全てに該当する場合に限り、当社

は、本契約の条件に基づいて提供する必要がある Oracleソフトウェアについての侵害の補償と同等の補償

を、当該第三者許諾テクノロジーの侵害のクレームについて契約者に対して提供します。 

(a) 改変せずに使用される場合 

(b) Oracleソフトウェアに含まれるか、使用が必須である場合 

(c) Oracleソフトウェアの使用許諾及び本契約のその他全ての条件に従って使用されている場合 

Oracleソフトウェアが提供されたままの状態で、本規約等の条件に従って使用されていれば、第三者の知的

財産権を侵害することがなかった場合において、契約者の行為に起因する侵害のクレームについては、当社

は契約者に対する補償を行わないものとします。契約者が使用権を取得した時点で、契約者が認識していた

知的財産権侵害のクレームについては、当社は契約者に対する補償を行わないものとします。 

f 2(1)A(A)b項から e項は、権利侵害によるクレーム又は損害に関する契約者の唯一の救済措置とします。 

g （責任の制限）共通編第 27条にかかわらず、当社は、Oracleソフトウェアについて、当社の責めに帰すべき理

由により契約者に損害を与えた場合は、契約者が当社に支払った金額を上限として契約者に現実に生じた通

常かつ直接の損害を賠償するものとします。但し、当該損害が保証を満たさない不十分な Oracleソフトウェア

から生じた場合には、当社の損害賠償責任は、損害の原因である保証を満たさない不十分な Oracleソフトウ

ェアに係る月額定額料金を上限とします。なお、本条は、契約者が本契約に基づき当社に対し負っている支払

債務を免除するものではありません。 

h （非保証）当社は契約者に対し以下を保証するものではありません。 

(a) Oracleソフトウェアが契約者の期待通りの品質・効用を有すること、その作動が中断されないこと、その作

動に誤りがないこと。 

(b) Oracleソフトウェアを利用する事によって、利用する端末内のアプリケーションやデータ等に影響を及ぼさ

ないこと。  
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i （制約事項）Oracleソフトウェアは、SDPFサービス(クラウド/サーバー)に係る仮想サーバーメニュー、ベアメタ

ルサーバーメニュー、専用ハイパーバイザーメニューにおいて提供されます。 

j Oracleソフトウェアとともに使用することが適切または必要である第三者の技術がある場合には、関連するド

キュメント（オラクルが開示する第三者の技術に係る資料等を含みます。以下、「関連ドキュメント」といいま

す。）で特定されます。その第三者の技術は、サービス利用者に対して、提供される本Oracle関連メニューと

共にする使用についてのみ許諾されるものであって、また、本契約ではなく、関連ドキュメントで特定される第

三者とのライセンス契約に定める条件に従ってのみ使用許諾されるものとします。 

k 契約者は、Oracleソフトウェアの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

(a) Oracleソフトウェアまたは Oracleソフトウェアに関する利益を、いずれかの個人または団体に、譲渡し、権利

を付与し、または移転すること（契約者が Oracleソフトウェアへの担保設定を主張する場合であっても、担保

権者は、Oracleソフトウェアを使用または移転する権利を有さないものとします）。 

(b) Oracleソフトウェアまたはそのライセンサーの財産権に関する表示を削除または改変すること。 

(c) Oracleソフトウェアを複製し、リバースエンジニアリングし（ただし、インターオペラビリティのために、法令に

よって必要とされている場合を除く）、逆アセンブルし、または逆コンパイルすること(データの構造その他同

様の Oracleソフトウェアによって作成される資料の精査による場合も含みます)。 

(d) Oracleソフトウェア上で行ったベンチマークテストの結果を公表すること。 

(e) Oracleソフトウェアまたは Oracleソフトウェアに基づき作成したイメージから SDPFサービス(クラウド/サー

バー) 以外のリソースへ実体を作成すること。 

l 本契約における別段の規定にかかわらず、オラクルは、本別冊との関係においてのみ、本契約の第三者受益

者とされるものとします。 

m （Oracleソフトウェア（BYOL））Oracleソフトウェア（BYOL）を使用に関しては、以下の条件が適用されます。 

(a) SDPFサービス(クラウド/サーバー)に係る仮想サーバーメニューで提供される仮想サーバーでの Oracleソ

フトウェア(BYOL)の使用はできません。 

(b) 契約者とオラクルとの間の契約（以下、「オラクル既存契約」といいます）に定める Oracleソフトウェア

（BYOL）の条件が契約者による Oracleソフトウェア（BYOL）の使用に適用されます。 

(c) オラクル既存契約に基づき生じる責任は契約者が負うものとし、当社は責任を負わないものとします。 

n （料金の改定）オラクルがOracleソフトウェアに係る Oracleライセンスの料金（オラクルが当社に対して請求

するものをいいます）を値上げする場合、当社はその値上げに応じて、Oracleソフトウェアに係る利用料金を

値上げすることができるものとします。その利用料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に対

して通知するものとします。 

（利用の制限） 

o 契約者は本メニューについて以下の行為を行うことができないものとします。 

(a) 契約者と当社の間で、本メニューの提供又は販売に関する別段の合意がある場合：本メニューを NTTグル

ープ会社に再販すること。ただし、2021年 12月 8日の時点で既に利用されているものに限り継続利用が認

められます。 

(b) 契約者が NTTグループ会社の場合：本メニューを利用すること。ただし、2021年 12月 8日の時点で既に利

用されているものに限り継続利用が認められます。 

 

当社が 2(1)B(A)oの違反を確認した場合、当社は共通編第 17条に基づき本メニューの利用を停止すること

があります。 

NTTグループ会社は、日本電信電話株式会社が直接又は間接に議決権の過半数を有する会社が該当しま

す。 

 

(B) 料金算定方法 

a Physical CPU Chargeの場合 

(a) 月額固定料金を利用料金とします。使用開始月は無料、使用終了月は日付によらず１ヶ月の料金が発生し

ます。 

(b) Oracleソフトウェアが稼働する SDPFサービス(クラウド/サーバー)に係る物理サーバーの物理CPU数(物

理CPUソケット数または物理CPUコア数)に応じて料金が発生します。Oracle SE2メニューを使用した場合

は物理CPUソケット数、Oracle EEメニューを使用した場合は物理CPUコア数に応じて料金が発生します。 

b vCPU Chargeの場合 

(a) 月額固定料金を利用料金とします。使用開始月は無料、使用終了月は日付によらず１ヶ月の料金が発生し

ます。 

(b) Oracleソフトウェアが稼働する SDPFサービス(クラウド/サーバー)に係る仮想サーバーの vCPU数に応じて

料金が発生します。 

(2) SQL Server 

A 提供条件等 
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(A) 本メニューの利用については、本規約の定めに加え、サービスプロバイダー製品使用権説明書（SPUR）が適用さ

れるものとします。サービスプロバイダー製品使用権説明書（SPUR）の閲覧にあたっては、Microsoftの以下の

Webサイトを確認ください。なお、以下のサービスプロバイダー製品使用権説明書（SPUR）に変更があった場合

は、その変更されたものが適用されるものとします。 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2&Language=32 

(B) 契約者は、本メニューの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

a 本メニューを SDPFサービス(クラウド/サーバー) 以外のリソース上で利用すること。 

b 本メニューに含まれるいずれの著作権、商標またはその他の財産権に関する表示を、削除、改変または不明瞭

化すること。 

c 本メニューをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること（適用される法令においてか

かる行為が明文で許容されている場合を除きます）。 

d 本メニューの不正なインストール、頒布、複製、利用または違法コピーを行うこと。 

e 本メニューに不具合が発生した場合に死亡、重大な人身損害、または重大な物理的損害もしくは環境の破壊に

つながるようなアプリケーションまたは環境において使用すること（その不具合が死亡、人身傷害、もしくは重大

な物損または環境破壊につながることのない、構成データの保管、エンジニアリングツールまたは構成ツール、

その他の非制御アプリケーション（制御アプリケーションと通信することは可能ですが、直接または間接的に制

御機能を担当しないものをいいます。）など、管理を目的としたものは含まれません。） 

(C) 契約者が本メニューの利用により生じるすべての損害について、当社及びMicrosoftは賠償責任を負わないもの

とします。 

(D) 当社は、契約者による本メニューの利用にあたり、SDPFサービス(クラウド/サーバー) に関連する技術的なサポ

ート（当社が指定するものに限ります）を実施します。 

(E) 契約者は、本メニューの利用にあたり、当社の申出に基づき、必要な情報の開示することに同意するものとしま

す。 

(F) 契約者は、本メニューの利用について、Microsoftが SDPFサービスに係る契約に規定する契約者の義務を強制

し、契約の遵守状況を確認する権限を持つ本契約の第三者受益者であることに同意するものとします。 

(G) Microsoftが本メニューに係る料金（Microsoftが当社に対して請求するものをいいます）を値上げする場合、当社

はその値上げに応じて、Windows Serverに係る利用料金を値上げすることができるものとします。その利用料金

の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に対して通知するものとします。 

(H) 本メニューについて、2(2)A (A)から(G)に定めのない事項は、本規約の定めに準じて取り扱うものとします。 

B 料金算定方法 

(A)  仮想サーバーで利用の場合 

a 利用時間にかかわらず、月額固定料金とします。 

b １の料金月において、メニュー及びプランを変更した場合、その料金月に利用したメニュー及びプランの料金を

比較して、最も高い料金を月額料金として適用します。 

(B)  Hyper-V、vSphere ESXiで利用の場合 

a VMが一度でも起動された場合、月額固定料金とします。 

b VMが一度も起動されなかった場合、料金は発生しません。 

c １の料金月において、メニュー及びプランを変更した場合、その料金月に利用したメニュー及びプランの料金を

比較して、最も高い料金を月額料金として適用します。 

(3) Arcserve Unified Data Protection 

A 提供条件等 

(A) 本メニューのライセンスは以下の条件のいずれかを満たしている期間のみ、SDPFサービス(クラウド/サーバー)

の外部にて契約者が管理/運用するサーバ及び仮想マシンでも利用できます。 

a SDPFサービス(クラウド/サーバー)のサーバー及び仮想マシンへの移行を実施する目的での利用の場合 

b 本メニューで提供されるソフトウェア及びライセンスで SDPFサービス(クラウド/サーバー)上に構築されたバック

アップシステムを利用する場合 

c Arcserveソフトウェアの機能を用いた SDPFサービス(クラウド/サーバー)上のサーバー及び仮想サーバーと

SDPFサービス(クラウド/サーバー)外の環境との冗長化構成(災害対策等)を実施される場合 

(B) 本メニューは、システム及びデータのバックアップ及びリストアの成功を保証するものではありません。バックアッ

プ及びリストアは契約者の責任で実施してください。リストア先のサーバーに不具合が発生しても当社では責任を

負いません。   

(C) サービスの故障やメンテナンスによりバックアップが取得できない場合があります。バックアップの取得状況につ

いては契約者自身にてご確認ください。  

(D) バックアップ保存先のストレージは本メニューには含まれていません。  

(E) 本メニューを利用したサーバタイプの変更は、あらゆる構成のタイプ変更を保証するものではありません。 SDPF

サービス(クラウド/サーバー) ハイパーバイザー、仮想サーバー、物理サーバーに係る各メニュー及びプランか

ら、異なるサーバーへのメニュー及びプランの移行をする場合は、契約者責任で実施いただきます。 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2&Language=32
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(F) OS及びサーバータイプに応じた必要ライセンス数がサーバー毎に必要です。 

(G) 本規約に加えて、Arcserve Japanの EULA( https://www.arcserve.com/eula/)が適用されるものとします。また、

本メニューの利用に際しては以下の aから gまでの行為を禁止しています。 

a Arcserveソフトウェアの全部もしくは一部の修正、コピーその他複製、 

b Arcserveソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他 Arcserveソフトウェアに

使用されるソースコード形式もしくはコードの構造を抽出する試み 

c 本契約に従い特に権限を付与される場合を除く、Arcserveソフトウェアの第三者への提供、賃貸もしくは貸与 

d Arcserveソフトウェアに記載された所有権の表示もしくはラベルの除去 

e Arcserveソフトウェアの一部の修正もしくはその二次的著作物の作成 

f 違法目的での Arcserveソフトウェアの使用、または、Arcserveソフトウェアをウェブサイトに公開し、ダウンロー

ドできる状態にすること 

g 第三者への Arcserveソフトウェアの頒布または Arcserveソフトウェアの一部を構成する Arcserveのコンテンツ

の「フレーム」もしくは「ミラー」の作成。 

(H) 契約者は、Arcserveグループが供給するサードパーティーのハードウェア設備及びソフトウェアが当該ハードウェ

アまたはソフトウェアの製造業者またはライセンサーが提示する保証またはその他条件に従い、契約者に提供さ

れる可能性があることに同意するものとします。 

(I) ライセンスは、OSに１回限りインストール可能です。 使わなくなったライセンスを別サーバーに利用することはで

きません。 

(J) 本メニュー申込み時に契約者が指定したソフトウェアサポートリージョンを変更する場合は、解約の上、新たにお

申し込みください。 

(K) Arcserve Unified Data Protectionに関する製品サポートは、Arcserve Japanが直接提供します。サポート窓口の

先及びサポート時間等の情報は、以下の情報を参照ください。

https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/207299553 

(L) Arcserve Japanのサポート内容は地域によって異なる場合があります。 

(M) アプリケーションは Arcserve Japanのウェブサイトから入手いただきます。 

(N) Arcserve Japanへの問合せには、オーダーIDが必要です。オーダーID及びライセンスキーは、申込み後に当社

が通知します。 

(O) Arcserve Unified Data Protectionのみに係る事項としては以下の通りです。(1) OS及びサーバータイプに応じた

必要ライセンス数がサーバー毎に必要です。(2) オーダーIDの通知には、５営業日を要します。(3) SDPFサービ

ス(クラウド/サーバー)に係る仮想マシン、ベアメタルサーバー上で稼働するシステムに直接関係しないシステム

に、本メニューが提供するライセンスは利用できません。 

B 料金算定方法 

(A) 本メニュー係る利用料金は、ご注文いただいたバックアップ容量に対しWeb料金表にて定める月額料金を適用し

ます。 

(B) 月額料金とは、本メニューの申込み日に関わらず、対象サービスの当該月分の利用料金とします。 

(4) HULFT 

A 提供条件等 

(A) 当社は、契約者から当社及びセゾン情報システムズが別に定める方法により申込みがあったときは、契約者に対

して HULFTライセンスを付与します。但し、第８条２項の各号のいずれかに該当するときは、その申込みを承諾し

ないことがあります。 

(B) HULFTライセンスサービス（前項に基づき付与された HULFTライセンスを利用して、契約者がセゾン情報システ

ムズから提供を受けるサービス（これに係るサポート業務を含みます）をいいます。以下、同じとします）の利用に

ついては、前項の申込みに対する当社及びセゾン情報システムズの承諾をもって、契約者とセゾン情報システム

ズとの間で HULFTサービスに係る利用契約（セゾン情報システムズが定める使用許諾書

（http://www.hulft.com/buy/new/license_agreement.htmlに掲載）の提供条件（本規約に定める利用料金に係るも

のを除きます）並びに、ソフトウエア・プロダクト技術サポート契約

（http://www.hulft.com/support/supportpack/technical_support.html））に掲載）に基づき成立するものをいいま

す。）が適用されるものとします。 

(C) HULFTライセンスサービスは、中国、ロシア又はフランス各国内での利用は禁止されています。左記の国での利

用につき、当社及びセゾン情報システムズは契約者及び利用者に対して、責任を負わないものとします。 

(D) HULFTライセンスサービスの利用について、契約者に損害が生じた場合、契約者はセゾン情報システムズとその

解決にあたるものとし、当社は責任を負わないものとします。 

(E) 契約者は、HULFTライセンスサービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

a HULFTライセンスサービスを SDPFサービス（クラウド/サーバー）以外のリソース上で利用すること 

b 不正に HULFTライセンスを複製して利用しないこと。 

https://www.arcserve.com/eula/
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/207299553
http://www.hulft.com/buy/new/license_agreement.html
http://www.hulft.com/support/supportpack/technical_support.html
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(F) 契約者が HULFTライセンスサービスに係る契約の解除をしようとするときの扱いは、第１４条の定めによるものと

します。この場合、その申し出に対する当社の承諾をもって、HULFTライセンスサービスは廃止されるものとしま

す。 

(G) HULFTライセンスサービスに係る利用契約が終了したときは、本規約に基づく HULFTライセンスの付与もその時

点で終了するものとします。これにより、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は責任を負いませ

ん。 

(H) セゾン情報システムズが HULFTライセンスに係るライセンスの料金（セゾン情報システムズが当社に対して請求

するものをいいます）を値上げする場合、当社はその値上げに応じて、HULFTライセンスに係る利用料金を値上

げすることができるものとします。その利用料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に対して通知す

るものとします。 

B 料金算定方法 

本メニューは、申込み月は無料となり、翌月から課金開始となります。なお、製品区分毎に月額定額料金が異なり

ます。 

(5) Windows Server Remote Desktop Services SAL 

A 提供条件等 

(A) SDPFサービス(クラウド/サーバー)上で、Microsoftが提供するWindows Server Remote Desktop Services SAL

オフィシャルイメージテンプレートを当社の仮想サーバー上で 提供します。本メニューを利用する場合、SDPFサ

ービス（クラウド/サーバー）に係る仮想サーバー及びWindows Serverを合わせて申込む必要があります。 

(B) Windows Server Remote Desktop Services SALの利用については、本規約の定めに加え、サービスプロバイダー

製品使用権説明書（SPUR）が適用されるものとします。サービスプロバイダー製品使用権説明書（SPUR）の閲覧

にあたっては、Microsoftの以下のWebサイトを確認ください。なお、以下のサービスプロバイダー製品使用権説

明書（SPUR）に変更があった場合は、その変更されたものが適用されるものとします。 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2&Language=32 

(C) 契約者は、Windows Server Remote Desktop Services SALの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

a Windows Server Remote Desktop Services SALを SDPFサービス（クラウド/サーバー）以外のリソース上で利用

すること。 

b Windows Server Remote Desktop Services SALに含まれるいずれの著作権、商標またはその他の財産権に関

する表示を、削除、改変または不明瞭化すること。 

c Windows Server Remote Desktop Services SALをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル

すること（適用される法令においてかかる行為が明文で許容されている場合を除きます）。 

d Windows Server Remote Desktop Services SALの不正なインストール、頒布、複製、利用または違法コピーを行

うこと。 

e Windows Server Remote Desktop Services SALに不具合が発生した場合に死亡、重大な人身損害、または重大

な物理的損害もしくは環境の破壊につながるようなアプリケーションまたは環境において使用すること（その不

具合が死亡、人身傷害、もしくは重大な物損または環境破壊につながることのない、構成データの保管、エンジ

ニアリングツールまたは構成ツール、その他の非制御アプリケーション（制御アプリケーションと通信することは

可能ですが、直接または間接的に制御機能を担当しないものをいいます。）など、管理を目的としたものは含ま

れません。） 

(D) 契約者がWindows Server Remote Desktop Services SALの利用により生じるすべての損害について、当社及び

Microsoftは賠償責任を負わないものとします。 

(E) 当社は、契約者によるWindows Server Remote Desktop Services SALの利用にあたり、SDPFサービス（クラウド

/サーバー）に関連する技術的なサポート（当社が指定するものに限ります）を実施します。 

(F) 契約者は、Windows Server Remote Desktop Services SALの利用にあたり、当社の申出に基づき、必要な情報の

開示することに同意するものとします。 

(G) 契約者は、Windows Server Remote Desktop Services SALの利用について、Microsoftが SDPFサービス（クラウ

ド/サーバー）に係る契約に規定する契約者の義務を強制し、契約の遵守状況を確認する権限を持つ本契約の第

三者受益者であることに同意するものとします。 

(H) MicrosoftがWindows Server Remote Desktop Services SALに係る料金（Microsoftが当社に対して請求するもの

をいいます）を値上げする場合、当社はその値上げに応じて、Windows Serverに係る利用料金を値上げすること

ができるものとします。その利用料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に対して通知するものとし

ます 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2&Language=32
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別紙 8 プラットフォームサービス 

 

1 メニュー一覧 

メニュー 内容 

(1) IaaS Powerd by VMware VMwareが提供するマネージド ｖ プラットフォーム Powered by 

VMwareに係るソフトウェア及びライセンスを SDPFサービス(クラウド/

サーバー)上でベアメタルホスト・仮想化環境が一元管理された VMware

環境として提供するもの 

 

2 各メニュー等の提供条件等 

 (1) IaaS Powerd by VMware 

A 提供条件等 

(A) 契約者の VMware vSphereアプライアンス/ライセンス持込みについては、当社の提供ライセンスと契約者のライセン

スの混在によるライセンス違反となるため、持込みはできません。 

(B) 契約者が、以下の行為を行った場合は、本サービスは契約者への通知なく、強制的にサービスの提供を停止します。 

a パブリックテンプレート利用時に共通機能ゲートウェイとの接続を阻害する設定（弊社通知後、接続を正常化できな

い場合） 

b 申込みのプラン以上のリソースを構成する場合 

(C) 本メニューの利用には、本規約に加えて、VMware社が定めるEnd User Lisence Agreement(以下、「EULA」といいます

。) https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/downloads/eula/universal_eula.pdf)が適

用されます。EULAに変更があった場合は、その変更された条件が適用されるものとします。なお、本規約とEULA条

件に齟齬が生じる場合は、本規約の条件が優先して適用されるものとします。 

(D) 契約者VMware vSphereライセンスと本メニューで提供されるVMwareライセンスの切替は双方向とも実施できません。 

(E) VMware vSphere ESXi・vCDのバージョンアップについては、当社で行います。そのためGUIやAPIについて予告なく一

部変更する場合があります。 

(F) スナップショットバックアップの利用にあたっては、本規約に加えてCohesity社が定めるCohesityに係る 

Agreement(https://www.cohesity.com/agreements/)が適用されます。Agreementに変更があった場合は、その変更さ

れた条件が適用されるものとします。なお、本規約とAgreementに齟齬が生じる場合は、本規約の条件が優先して適

用されるものとします。 

  

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/downloads/eula/universal_eula.pdf
https://www.cohesity.com/agreements/
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別紙 9 パートナークラウド 

 

1 メニュー一覧 

メニュー 内容 

(1) Power Systems 日本情報通信株式会社（以下、「NI+C」といいます。）が提供する NI+C Cloud 

i、IBM i、AIXのオペレーティングシステム、ILMTによる IBMソフトウェアライ

センス監査、外部接続ゲートウェイ機能であって、SDPFサービス（ネットワー

ク） 相互接続/関連サービス クラウド/サーバー コロケーション接続により

相互接続を通じて提供するもの 

(2) Hybrid Cloud with Microsoft Azure Microsoftが提供するMicrosoft Azureに関わるサービスであって、SDPFサ

ービス通じて Azureサブスクリプションをオンラインで発行し提供するもの 

(3) Hybrid Cloud with GCP Google LLC（以下、「Google社」といいます。）が提供するパブリッククラウドサ

ービス(以下「GCP」といいます。)を SDPFサービス（クラウド/サーバー）にお

いて提供するもの 

(4) Hybrid Cloud with AWS アマゾンウェブサービスジャパン合同会社（以下「AWS社」）が提供するパブ

リッククラウドサービス（以下「AWS」といいます。）を SDPFサービス（クラウド

/サービス）において提供するもの 

 

2 各メニュー等の提供条件等 

(1) Power Systems 

A 提供条件等 

(A) コンピュートリソースは、１の論理区画（以下、LPAR）毎に 1のコンピュートリソースタイプを選択いただきます。ただ

し、プールタイプを除きます。 

(B) IBMiコンピュートリソースタイプは、１の LPARに割当てるコンピュートリソースが固定されるスタンダードと、サービ

ス設備の CPU性能の空き状況に応じて LPARへの設定量を超えた CPUリソースをベストエフォートで利用できる

バーストタイプが選択できます。 

(C) コンピュートリソース タイプにプールを選択する場合、LPARへの CPU、メモリ－、ASP/ディスクの割当量は、追加

コンピュートリソースと同じ単位で、上限・下限の範囲内で任意に設定できます。 

(D) 既に SDPFサービス（クラウド/サーバー）を利用中で未使用のセグメントがない場合は、SDPFサービス（クラウド/

サーバー）用に追加セグメントの契約が必須です。 

(E) IBM iを利用いただくには、LANコンソール用アプリケーション(IBMi Access for Windows)環境が設定・利用可能な

SDPFサービス（クラウド/サーバー）のコンピュートリソース、Windowsライセンス、SDPFサービス（ネットワーク） 

相互接続/関連サービス クラウド/サーバー コロケーション接続のご契約が必須です。 

(F) CPWは現在利用可能な Power８プロセッサーにおける CPW値を参考にしています。CPUが変更になった場合は、

追加単位も変更になる場合があります。 

B 料金算定方法 

(A) 本メニューの一部メニューには、設定等に係る工事費がかかる場合があります。 

(B) 上記の工事については、Web料金表の「工事費」に定めた料金を適用します。 

 

(2) Hybrid Cloud with Microsoft Azure 

A 提供条件等 

(A) 本メニューは、発行された Azureサブスクリプションを利用して、Microsoft Azureの各種サービスを利用することが

可能です。 

(B) (J )及び(K)の定めに従い、Microsoftが提供するMicrosoft Azureを利用する権利を付与します。 

(C) 本メニューにより利用可能なMicrosoft Azureサービスは、Microsoft Azureののサイトにおける Azure Resource 

Managerのリソースプロバイダーにて制御可能なMicrosoft Azureサービスの全てとします。なお、Microsoft Azure

サービスについては以下のWebサイトを確認ください。 

https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/role-based-access-control/resource-provider-

operations 

https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-resource-manager/management/overview 
(D) Azureのご利用に関する SLAは、Azureが定めている SLAに準拠します。 

(E) 新規で発行される Azureテナント名（[固有の ID].onmicrosoft.com）は SDPFサービス(クラウド/サーバー) 側で自動

で付与されます。契約者任意の名前を付けることはできません。 

(F) Azureのサブスクリプションは SDPFサービス(クラウド/サーバー) の 1テナントにつき 1Azure プランを上限としま

す。 

https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations
https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations
https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-resource-manager/management/overview
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(G) 初期作成されるアカウントについては、ユーザー名は adminに固定となります。（admin@[固有の

ID].onmicrosoft.com） 

(H) Azureのサブスクリプションに対する管理者権限は、初期作成されるアカウントに対してのみ所有者権限が付与さ

れます。 

(I) Microsoft Azureの利用については、本規約の定めに加え、Microsoft CustomerAgreementが適用されます。詳細に

ついては、Microsoftの以下のWebサイトにて、Geographyにて「Japan」、Purchase Channelにて「CSP Partner」を

選択し、内容を確認ください。なお、以下内容に変更があった場合は、その変更されたものが適用されるものとしま

す。https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement 

(J) 契約者は、当社及びMicrosoftが指定した方法によりMicrosoft Azureを申し込んだ場合、Microsoft Customer 

Agreementに基づき Azureサブスクリプションを付与されます。 

(K) 契約者は、AzureサブスクリプションをもってMicrosoftが提供する機能をMicrosftが提供する Azureポータル上で

利用することが可能です。 

(L) 契約者は、Azure の予約を購入することはできません。 

(M) 契約者は、Azure Spot Virtual Machinesを購入してはいけません。購入した場合、契約者は利用に関して発生した

料金を支払うものとします。 

(N) 契約者は、サードパーティソリューションにより提供される Azure Marketplaceは一部の BYOL（Bring your own 

license）モデルのサービスのみ利用可能です。 

(O) 契約者は、Microsoftから提供されているダイレクトサポートメニュー（Developer,Standard,Professional Direct）は購

入することはできません。 

(P) 契約者は、Enterprise Agreement特典の一部として提供されるサービス、機能は利用できません。 

(Q) MicrosoftがMicrosoft Azure（一部機能を含みます）の提供を中止する場合、当社は同サービスの提供を中止しま

す。 

(R) 契約者が、AzureサブスクリプションによりMicrosoft Azure利用を開始した場合、そのメニューについて、Microsoft 

Customer Agreement が適用されるものとし、Microsoftが規定する料金並びに算定方法及びそのメニューの利用

実態に基づき算出された額について、当社が契約者に対して請求するものとします。なお、当社の為替換算に伴

い、Microsoftが規定する料金と差分が出る場合があります。 

(S) 契約者は、Azureポータルを通じて、ご利用中の料金の確認はできません。 

(T) MicrosoftがMicosoft Azrureに係る料金（Microsoftが当社に対して請求するものをいいます）を値上げする場合、

当社はその値上げに応じて、Web料金表に規定する Azure Volume Accounting (Azure Plan)に係る利用料金を値上

げすることができるものとします。その利用料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に対して通知す

るものとします。 

(U) ご提供にあたり、当社が契約者サブスクリプションに対する特定の権限を保持します。この権限はサービス説明書

にて規定します。この権限は SDPFサービス（クラウド/サーバー）利用中は削除することができません。 

(V) ご提供にあたり、当社が GDAP リレーションシップにより管理権限を保持します。同権限は SDPFサービス（クラウ

ド/サーバー）利用中は削除することができません。 

(W) GDAP リレーションシップは有効期限があるため、有効期限内に GDAP リレーションシップの新規作成または更新

をして頂く必要があります。有効な GDAP リレーションシップが存在しない場合、サービスの継続提供ができなくな

る場合があります。 

B 料金算定方法 

当社は、Microsoftが規定する料金並びに算定方法に基づき算出された額を本メニューに係る利用料金として適用しま

す。 

(3) Hybrid Cloud with GCP 

A 提供条件等 

(A) で提供される各種リソースの操作や、アクセス権限の操作は契約者が Google社の GCP ﾎﾟｰﾀﾙ経由で行う必要が

あります。 

(B) 本メニューは、当社が、契約者の指定するメールアドレス宛に GCPプロジェクトの招待メールを送り、契約者が 

GCPプロジェクトに参加することを承諾した後に利用することができます。 

(C) 当社は、GCPの機能について、当社の定めるマネジメントに係るサポートメニューの対象となります。 

(D) GCPの利用については、本規約の定めに加え、Google社が公開する以下の URLの規約の条件が適用されます。

内容に変更があった場合は、その変更された条件が順次適用されるものとします。

(https://cloud.google.com/terms/) 

なお、本規約と Google社が公開する規約の条件に齟齬が生じる場合は、本規約の条件が優先して適用されるもの

とします。 

(E) 契約者が、当社が指定した方法により GCPを申込むことにより、GCPを利用するライセンスが付与されます。 

(F) 契約者は、GCPの申込み後、別途当社または契約者で準備する Googleアカウントから、Google社の提供する

GCP機能を利用することが可能です。 

https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement
https://cloud.google.com/terms/
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(G) 契約者は、Google社と当社の取り決めにより利用することができなくなった機能がある場合、当該サービスが利用

できないことについて同意するものとします。 

(H) Google社が GCP(一部機能を含む)の提供を中止又は停止する場合、当社は同サービスの提供を中止又は停止し

ます。 

(I) 契約者が、当社の開通手続により GCPの利用を開始した場合、当社が契約者に対して利用料金を請求するものと

します。なお、当社は Google社の料金体系基づき算定した額を基準に利用を請求します。 

B 料金算定方法 

(A) 本メニューは、利用した際に発生する従量料金です。原則、GCPの料金に従います。 

(B) GCPの料金については、GCPの料金体系と GCPの料金のリスト を参照ください。 

(C) GCP提供にあたり、利用料の請求は規約に定められた月の翌月に請求いたします。 

(4) Hybrid Cloud with AWS  

A 提供条件等 

(A) 本メニューの提供エリアは日本国内です。 

(B) 本メニューは、発行された AWSアカウントを利用して、AWSの各種サービスを利用することが可能です。 

(C) (J )及び(K)の定めに従い、AWS社が提供する AWSを利用する権利を付与します。 

(D) 本メニューにより利用可能な AWSサービスは、以下 aから dを除いた以下の AWSの各種サービスとなります。 

https://aws.amazon.com/jp/products/?aws-products-all.sort-

by=item.additionalFields.productNameLowercase&aws-products-all.sort-

order=asc&awsf.re%3AInvent=*all&awsf.Free%20Tier=*all&awsf.tech-category=*all&awsf.Free%20Tier%20Type=*all 

a. Reserved Instance、Savings Plan 

b. Amazon Connect 

c. 下記Webサイトに掲載されているサービス 

https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/management/operations-management/global-

management-one/lp/lp_gmone_aws/pdf/aws.pdf 

d. AWS無料利用枠 

https://aws.amazon.com/jp/free/?all-free-tier.sort-by=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-

order=asc&awsf.Free%20Tier%20Types=*all&awsf.Free%20Tier%20Categories=*all 

(E) AWSのご利用に関する SLAは、AWS社が定める SLAに準拠します。 

(F) 新規で発行される AWSアカウント名は SDPFサービス(クラウド/サーバー) 側で自動で付与されます。契約者任意

の名前を付けることはできません。 

(G) AWSのアカウントは SDPFサービス(クラウド/サーバー) の 1テナントにつき 1AWS プランを上限とします。 

(H) 初期作成されるアカウントについては、ユーザー名は nttcomxxxxxxとなります。（xxxxxxは六桁の数値） 

(I)  AWSの利用については、契約者は、本規約の定めに加え、料金および支払い並びに税金を除き AWS カスタマーア

グリーメント（AWS カスタマーアグリーメント、AWS サービス条件、AWS サービスレベルアグリーメント、及びその他

の付随文書を含む。以下、同じ）（以下「カスタマーアグリーメント等」という）を遵守します。詳細については、AWSの

以下のWebサイトにて、「日本語」を選択し、内容を確認ください。なお、以下内容に変更があった場合は、その変更

されたものが適用されるものとします。なお、料金および支払い並びに税金を除き、本規約とカスタマーアグリーメン

ト等に齟齬が生じる場合は、カスタマーアグリーメント等の条件が優先して適用されるものとします。

https://d1.awsstatic.com/legal/aws-customer-agreement/AWS_Customer_Agreement_Japanese_Translation.pdf(J)  

(J) 契約者は、当社及び AWS社が指定した方法により AWSを申し込んだ場合、AWSアカウントを付与されます。 

(K) 契約者は、AWSアカウントをもって AWS社が提供する機能を AWS社が提供する AWSポータル上で利用すること

が可能です。 

(L) 契約者は、AWSの予約を購入することはできません。  

(M) 契約者は、AWS社から提供されているサポートメニューを購入することはできません。 

(N) 当社は、契約者による本メニューの利用にあたり、SDPFサービス（クラウド/サーバー）に関連する技術的なサポート

（当社が指定するものに限ります）を実施します。 

(O) AWS社が AWS（一部機能を含みます）の提供を中止する場合、当社は同サービスの提供を中止します。 

(P) 契約者が、AWSアカウントにより AWS利用を開始した場合、そのメニューについて、AWS 社が規定する料金並び

に算定方法及びそのメニューの利用実態に基づき算出された額について、当社が契約者に対して請求するものとし

ます。なお、当社の為替換算に伴い、AWS社が規定する料金と差分が出る場合があります。 

(Q) 契約者は、AWSポータルを通じて、ご利用中の料金の確認はできません。 

(R) AWS 社が AWSに係る料金（AWS 社AWSが当社に対して請求するものをいいます）を値上げする場合、当社はそ

の値上げに応じて、Web料金表に規定する AWSに係る利用料金を値上げすることができるものとします。その利用

料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に対して通知するものとします。 

(S) ご提供にあたり、当社は、ご提供する AWSアカウントにおける rootユーザーを保持します。この権限は SDPFサー

ビス（クラウド/サーバー）利用中は削除することができません。 

(T) 本メニューの最低利用期間は AWSの各サービスの最低利用期間が適用されます。 



 

24 

 

(U) 契約者がすでにＡＷＳを利用している場合も、契約者のアカウントの持ち込みはできません。 

(V) 本メニューの提供が AWS社の安全及び品位に緊急を要すまたは脅威となる場合、AWS社が第三者の知的財産に

ついての苦情、訴訟もしくはライセンスの権利の損失への回答を実施する場合、または AWS社の法令遵守、政府機

関の要請への遵守による場合、当社は本メニューを通知なく廃止する場合があります。 

(W) 契約者は本メニューに基づく AWSの提供及びマーケティングの目的で AWS社が契約者の個人情報を収集、処理、

利用することに同意します。 

(X) SDPF規約共通編第 8条 2項に加え、当社は公的機関に対して再販（更なる階層による再販を含む）を行う又は公

的機関向けの販売代理を行うことを目的として契約者が本メニューに係る契約を申込んだ場合、当該申込みを承諾

しません。なお、本(X)における公的機関とは、次の機関、組織、またはその他の事業体であるエンドユーザーを意味

します(又は実質的に所有され、出資され、管理され、若しくは支配されている事業者)。 

(i) 米国(連邦、州、地方)とその領土にある政府または他の国の政府機関の行政、立法、司法府; 

(ii) 準政府機関(世界銀行など); 

(iii) 国際的な統治/規制機関 (EU機関など); 

(iv) 公的に出資された機関(大学や病院など);または 

(v) 上位の元請負業者、コンサルタント、または上記をサポートするその他の事業体。 

(Y) 当社が公的機関へ本メニューを提供する場合、公的機関は本規約およびカスタマーアグリーメント等に加えて、AWS

社の Public Sector Access Policyを遵守します。なお、以下内容に変更があった場合は、その変更されたものが適

用されるものとします。 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/solution-provider-program-legal-

documents/AWS+Public+Sector+Access+Policy.pdf 

B 料金算定方法 

当社は、AWS 社が規定する料金並びに算定方法に基づき算出された額を本メニューに係る利用料金として適用します。  
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別紙 10 バックアップ 

 

1 メニュー一覧 

 

2 各メニュー等の提供条件等 

(1) Arcserve Cloud Direct 

A 提供条件等 

(A) Arcserve Cloud Directのライセンスは以下の条件のいずれかを満たしている期間のみ、SDPFサービスの外部に

て契約者が管理/運用するサーバ及び仮想マシンでも利用できます。 

a SDPFサービス(クラウド/サーバー) のサーバー及び仮想マシンへの移行を実施する目的での利用の場合。 

b 本メニューで提供されるソフトウェア及びライセンスで SDPFサービス(クラウド/サーバー) 上に構築されたバック

アップシステムを利用する場合。 

c Arcserveソフトウェアの機能を用いた SDPFサービス(クラウド/サーバー) 上のハイパーバイザー、仮想サーバ

ー及び物理サーバーと SDPFサービス(クラウド/サーバー) 外の環境との冗長化構成(災害対策等)を実施される

場合。 

(B) 本メニューは、システム及びデータのバックアップ及びリストアの成功を保証するものではありません。バックアップ

及びリストアは契約者の責任で実施してください。リストア先のサーバーに不具合が発生しても当社では責任を負

いません。 

(C) サービスの故障やメンテナンスによりバックアップが取得できない場合があります。バックアップの取得状況につい

ては契約者自身にてご確認ください。 

(D) 契約者から Arcserve Japanへの直接の問い合わせやサポートを可能とするため、お申し込みの際に提供いただい

た情報(個人情報を含む)を、Arcserve Japanへ提供します。また、利用目的の達成に必要となる範囲内で Arcserve 

Japanから国外へ情報(個人情報を含みます。)が提供されることがあります。当社から Arcserve Japanに提供され

た個人情報は Arcserve Japanのプライバシーポリシーに則り扱われることになります。 

(E) ライセンス違反が確認された場合は、サービス提供を中止する場合があります。 

(F) ライセンスの利用期間は、Arcserve Japanの EOL/EOSポリシーに準拠します。 

(G) アプリケーションは Arcserve Japanのウェブサイトから入手いただきます。 

(H) Arcserve Japanへの問合せには、オーダーIDが必要です。オーダーID及びライセンスキーは、申込み後に当社が

通知します。 

(I) Arcserve UDPのみに係る事項としては以下の通りです。 

a OS及びサーバータイプに応じた必要ライセンス数がサーバー毎に必要です。 

b オーダーIDの通知には、５営業日を要します。 

c SDPFサービスで稼働するシステムに直接関係しないシステムに、本メニューが提供するライセンスは利用できま

せん。 

B 料金算定方法 

(A) 本メニュー係る利用料金は、ご注文いただいたバックアップ容量に対しWeb料金表にて定める月額料金を適用しま

す。 

(B) 月額料金とは、本メニューの申込み日に関わらず、対象サービスの当該月分の利用料金とします。 

  

メニュー  

(1) Arcserve Cloud Direct Arcserve Japanが提供する Arcserve Cloud Directを提供するもの 
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別紙 11 構築/開発ツール 

 

1 メニュー一覧 

 

2 各メニュー等の提供条件等 

(1) WebRTC Platform SkyWay 

A 提供条件等 

(A) 本メニューには有償プランと無償プランがあり、無償プランは専用サイト(https://skyway.ntt.com/ja/)から

申込登録して利用します。 

(B) 無償ﾌﾟﾗﾝは、専用サイトに掲載の「WebRTC Platform SkyWay Community Edition利用規約(無償版)」により提

供されます。 

(C) 無償プランは有償プランと比べ利用制限(Signaling回数、TURN利用量、SFU利用量)があり、また、SLA、サポ

ートは適用されません。 

B 料金算定方法 

(A) Signalingサーバーの場合 

１の料金月において 100万回接続まで無料となり、100万回を超える場合の月額利用料金は 10万円となりま

す。 

(B) TURNまたは SFUサーバーの場合 

当月に TURN及び SFUサーバーに入力されたデータ量と出力されたデータの量の合計に対して、Web料金

表記載の単金をもとに月額料金を算出します。 

メニュー 内容 

(1)  WebRTC Platform SkyWay WebRTC技術(音声、映像、データのリアルタイム通信のオープンスタンダー

ドな技術)を活用したアプリケーションを開発できる CPaaS(Communication 

PaaS)であり、WebRTC活用に必要な Signaling, TURN, SFU等のサーバー群

をサービス型で提供するもの 


